
参考資料２ 

原子力発電所周辺における土壌調査の検討について 

令和７年３月１９日 

放射線監視室 

１ 背景 

・土壌調査では、一部の測定地点で継続的な調査が困難な状況が生じており、令和６年

５月の調査では、それまでの測定値と比較して２桁程度の差となるばらつきが生じる

などの課題がある 

・新たな緊急事態が発生した場合の備えとして、現在の放射性物質の蓄積状況を参照す

る場合、福島第一原子力発電所事故の影響を受けている表土の測定結果を利用するこ

とは困難である。 

  

（土壌調査の目的） 

 

※「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（原子力規

制庁監視情報課）より抜粋 

 

３－３ 環境資料中の放射性物質の濃度の測定 

①土壌中の放射性物質の濃度の測定 

土壌中の放射性物質の濃度を測定する主な目的は、地上に沈着した放射性物質の広がりの確認とその

核種組成の把握である。 

このため、初期対応段階においては、まずＯＩＬ２を超過した空間放射線量率が測定されたモニタリ

ングポスト等の設置地点近辺の土壌の採取・分析又は測定を速やかに実施する（解説Ｄ参照）。また、

大気中の放射性物質の濃度の測定箇所近辺の土壌についても採取・分析又は測定を行う。これら詳細な

候補地点やその優先順位については地域ごとにあらかじめ定めておく。候補地点の選定や優先順位の設

定に当たっては、地理的状況（地形、地点へのアクセスの容易さ）や社会的状況等を考慮する。測定手
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法としては、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析のほか、in-situ 測定法がある。 

α線放出核種及びβ線放出核種の分析のための試料については、ＯＩＬ２の基準を超過した地点を中

心に、γ線放出核種を対象に採取・測定を実施した地点において採取しておく。 

なお、これらの採取の実施については、空間放射線量率の測定結果等を基に、状況に応じ要員の数等

を考慮して、ＥＭＣで検討する。 

核燃料施設における事故（臨界事故及び再処理施設における使用済燃料貯蔵設備の事故を除く。）へ

の対応については、地理的状況（地形、地点へのアクセスの容易さ）や社会的状況等を考慮した候補地

点をあらかじめ設定しておくことが必要である。 

中期以降のモニタリングにおいては、その重要性が高まる可能性があるため、今後、中期以降のモニ

タリングの在り方に関する検討の結果を受けて、改めて土壌等中の放射性物質濃度の測定について記載

する。 

※「緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（原子力規制

庁監視情報課））より抜粋 

 

２ 課題 

・福島第一原子力発電所事故後、多くの地点で土壌採取を開始し、その後、採取可能な

土壌の範囲が縮小している。また、現に採取困難な地点が複数生じている。 

・福島第一原子力発電所事故の影響から、表土における放射性物質濃度のばらつきが大

きく、新たな緊急事態が発生した場合の備えとしての調査が困難である。 

 

３ 令和８年度以降の調査方針案 

・福島第一原子力発電所又は福島第二原子力発電所から概ね10km圏内の福島第一原子力

発電所事故前から測定している地点については、放射性物質の蓄積状況を把握するた

め、引き続き表土による土壌調査を行う。ただし、現に採取困難な地点においては、

地点の変更を検討する。 

・継続的に調査を行う観点から、土壌採取頻度を年２回から年１回へ変更する。 

・その他の地点については、モニタリングポストの近傍にプランター等を設置し、新た

な緊急事態が発生した場合の備えとする。 

 

４ 今後の検討内容 

 令和８年度以降の調査方針案の実施可否について、以下の点を中心とする検討を行う。 

・継続的な試料採取が困難な地点に対する地点変更等の検討 

・プランター等を設置することの検討 
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（参考）土壌採取地点位置図 

 
※「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-

2024.html）を加工して作成 

 

 

No. 地点の名称  No. 地点の名称  No. 地点の名称 

1 いわき市久ノ浜  6 川内村上川内  11 南相馬市浦尻 

2 田村市古道  7 大熊町小入野  12 南相馬市馬場 

3 広野町下北迫  8 双葉町郡山  13 飯舘村蕨平 

4 楢葉町波倉  9 浪江町北幾世橋  14 飯舘村長泥 

5 富岡町小浜  10 葛尾村柏原  15 川俣町山木屋 

 


